
ビジネスチャンスに

土
壌
・
地
下
水
環
境

負
負
の
負
遺
負
産
負

　
工
場
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
た
揮
発
性
有
機
化
合
物

Ｖ
Ｏ
Ｃ

や
重
金
属
、
油
な
ど
が
漏
れ
出
し
て
地
中
に
染
み

込
む
と
、
そ
の
工
場
が
取
り
壊
さ
れ
て
も
負
の
遺
産
と
し
て
潜
在
し
続
け
る
。
再
開
発
や
リ
ス
ト
ラ
に
伴
う
土
地

売
買
で
土
壌
汚
染
が
発
覚
し
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー
ス
が
増
え
始
め
、
２
０
０
３
年
に
施
行
さ
れ
た
の
が
土
壌
汚

染
対
策
法

土
対
法

だ
。
同
法
は
事
業
所
廃
止
時
の
調
査
を
義
務
付
け
、
指
定
基
準
を
超
え
る
有
害
物
質
が
検
出

さ
れ
た
場
合
に
は
指
定
区
域
と
し
、
対
策
を
求
め
る
。
た
だ
、
用
途
を
変
更
し
な
け
れ
ば
調
査
が
猶
予
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
て
実
効
性
に
乏
し
く
、

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
土
対
法
で
は
対
象
拡
大
と
と
も
に
、
汚
染
拡
散
防
止

の
観
点
か
ら
監
視
機
能
が
強
化
さ
れ
た
。

微
生
物
の
活
動
利
用
し
浄
化

改
正
土
対
法
の
対
象
拡
大
汚
染
拡
散
防
止
へ
監
視
強
化

バイオレメディエーションによる
油汚染土壌浄化作業

汚染除去措置の内容（ 年度末までの累計）
（件数：複数回答有）

指定件数
ＶＯＣ
第一種
超過

重金属等
第二種
超過

農業等
第三種
超過

複合汚染

地下水の水質の測定

掘削除去

原位置浄化

バイオレメディエーション

化学的分解

土壌ガス吸引

地下水揚水

その他

鋼矢板工法

地中壁工法

その他

遮水工封じ込め

原位置不溶化

不溶化埋め戻し

遮断工封じ込め

指定区域内土壌入れ換え

指定区域外土壌入れ換え

盛　土

コンクリート舗装

アスファルト舗装

立入禁止

その他

回答事例数

土
壌
汚
染
の
除
去

原
位
置

封
じ
込
め

土
壌

入
れ
換
え

舗
装

累計 累計 累計 累計 累計

注）一つの区域において、複数の措置が行われることがあるため、措置の内容の
合計数と指定区域件数とは一致しない
出所「 年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する
調査結果（概要
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差
別
化
策

　
こ
う
し
た
土
壌
汚
染
を
巡

る
動
き
は
一
方
で
、
ビ
ジ
ネ

ス
チ
ャ
ン
ス
に
も
な
る
。
土

壌
汚
染
調
査
会
社
は
別
と
し

て
、
活
発
な
動
き
を
見
せ
て

い
る
代
表
格
が
ゼ
ネ
コ
ン

だ
。
ゼ
ネ
コ
ン
に
と
っ
て
汚

染
土
壌
対
策
は
建
設
需
要
を

取
り
込
む
た
め
の
ア
プ
ロ
ー

チ
。
人
口
が
減
っ
て
い
く
成

熟
社
会
を
迎
え
て
市
場
が
縮

小
す
る
な
か
、
差
別
化
策
と

し
て
力
が
入
る
。
改
正
土
対

法
の
施
行
で
掘
削
除
去
が
難

し
く
な
り
、
そ
の
場
で
汚
染

物
質
を
浄
化
す
る
原
位
置
浄

化
へ
の
シ
フ
ト
が
進
む
。
特

に
環
境
へ
の
配
慮
が
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
薬
剤
を

使
わ
ず
、
生
物
の
働
き
で
浄

化
す
る
フ
ァ
イ
ト
レ
メ
デ
ィ

エ
ー
シ
ョ
ン
、
バ
イ
オ
レ
メ

デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
注
目
さ

れ
て
い
る
。

　
フ
ァ
イ
ト
レ
メ
デ
ィ
エ
ー

シ
ョ
ン
は
植
物
の
成
長
、
バ

イ
オ
レ
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン

は
微
生
物
の
活
動
を
利
用
し

て
汚
染
土
壌
を
浄
化
す
る
。

フ
ァ
イ
ト
レ
メ
デ
ィ
エ
ー
シ

ョ
ン
は
古
く
か
ら
あ
る
土
壌

浄
化
法
で
、
塩
分
吸
収
し
な

が
ら
育
つ
植
物
で
農
地
の
塩

分
を
除
去
で
き
る
こ
と
が
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
東
日
本

大
震
災
で
津
波
を
か
ぶ
っ
た

農
地
で
も
、
民
間
非
営
利
団

体
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
に
よ
っ
て

フ
ァ
イ
ト
レ
メ
デ
ィ
エ
ー
シ

ョ
ン
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

実
用
化
段
階

　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
な
ど
の

重
金
属
を
養
分
と
と
も
に
吸

収
す
る
植
物
に
つ
い
て
研
究

が
進
み
、
実
用
化
段
階
を
迎

え
て
い
る
が
、
バ
イ
オ
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
で
植
物
固

有
の
根
系
微
生
物
に
よ
る
自

然
分
解
能
力
を
利
用
す
る
領

域
に
ま
で
達
し
て
い
る
。

　
大
手
の
清
水
建
設
は

年

に
根
系
微
生
物
の
活
性
化
効

果
を
利
用
し
て
油
分
汚
染
土

壌
を
浄
化
す
る
フ
ァ
イ
ト
レ

メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
事
業

化
し
た
。

年
か
ら
３
年
間

に
わ
た
っ
て
東
北
、
関
東
、

中
部
の
国
内
３
地
域
と
、
早

期
の
デ
ー
タ
収
集
を
目
的
に

生
育
条
件
の
良
い
タ
イ
で
検

証
試
験
を
行
い
、
油
分
汚
染

土
壌
の
浄
化
に
有
効
な
植
物

を
選
定
し
た
。

安
全
性
確
認

　
一
方
、
微
生
物
の
働
き
を

利
用
し
て
汚
染
土
壌
を
浄
化

す
る
バ
イ
オ
レ
メ
デ
ィ
エ
ー

シ
ョ
ン
で
存
在
感
を
示
し
た

の
は
中
堅
ゼ
ネ
コ
ン
。
奥
村

組
は

年
５
月
に
バ
イ
オ
ベ

ン
チ
ャ
ー
の
ア
イ
ア
イ
ビ
ー

大
阪
市
淀
川
区

と
共
同

で
、
３
種
類
の
微
生
物
を
用

い
る
油
含
有
土
壌
の
浄
化
に

つ
い
て
、
経
済
産
業
省
お
よ

び
環
境
省
の
「
微
生
物
に
よ

る
バ
イ
オ
レ
メ
デ
ィ
エ
ー
シ

ョ
ン
利
用
指
針
」
の
適
合
確

認
を
受
け
た
。
バ
イ
オ
レ
メ

デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
微
生
物

を
持
ち
込
む
と
生
態
系
に
悪

影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
あ

る
た
め
、
両
省
は
指
針
に
基

づ
く
安
全
性
確
認
を
行
っ
て

い
る
。
油
汚
染
土
壌
を
対
象

と
し
た
バ
イ
オ
レ
メ
デ
ィ
エ

ー
シ
ョ
ン
で
は
初
の
適
合
確

認
。
建
設
業
界
に
と
ど
ま
ら

ず
、
産
業
界
の
先
頭
に
立
っ

た
。
す
で
に
西
日
本
の
都
市

再
開
発
現
場
で
発
覚
し
た
Ａ

重
油
に
よ
る
汚
染
土
約
３
０

０
０
立
方

に
適
用
し
た
。

　
熊
谷
組
は
立
命
館
大
学
、

日
工

兵
庫
県
明
石
市

と

共
同
で

年
５
月
に
２
種
類

の
微
生
物
を
用
い
る
鉱
油
類

汚
染
土
壌
の
浄
化
で
バ
イ
オ

レ
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
利
用

指
針
の
適
合
確
認
を
受
け

た
。
工
場
や
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ

ン
ド
跡
地
な
ど
に
多
い
難
分

解
性
の
炭
化
水
素
を
含
む
潤

滑
油
に
よ
る
汚
染
土
壌
の
浄

化
を
想
定
し
て
い
る
。

増
加
基
調

　
環
境
省
は
毎
年
、
都
道
府

県
と
政
令
市
を
対
象
に
、
土

対
法
に
基
づ
く
土
壌
汚
染
の

調
査
・
対
策
な
ど
に
つ
い
て

実
施
状
況
を
調
べ
て
い
る
。

そ
の
内
容
を
ま
と
め
た

年

度
「
土
壌
汚
染
対
策
法
の
施

行
状
況
及
び
土
壌
汚
染
調
査

・
対
策
事
例
等
に
関
す
る
調

査
結
果
」
に
よ
る
と
、

年

度
中
に
土
対
法
に
基
づ
い
て

報
告
さ
れ
た
土
壌
汚
染
状
況

調
査
の
結
果
は
２
９
９
件

で
、
前
年
度
に
比
べ
て

件

増
加
し
た
。
そ
の
う
ち
指
定

基
準
を
超
過
し
て
指
定
区
域

と
な
っ
た
の
は

件
で
、
前

年
度
に
比
べ
て

件
増
加
。

年
度
か
ら
の
改
正
法
施
行

を
控
え
、
企
業
の
社
会
的
責

任

Ｃ
Ｓ
Ｒ

重
視
の
時
流

も
手
伝
っ
て
増
加
基
調
と
な

っ
た
よ
う
だ
。

　

年
の
土
対
法
施
行
か
ら

年
度
末
の
累
計

改
正
法

施
行
前
段
階
ま
で
で
、同
法

に
基
づ
く
調
査
結
果
報
告
件

数
は
１
４
８
７
件
、
指
定
区

域
は
４
３
５
件
と
な
っ
た
。

土
地
所
有
者
が
汚
染
除
去
対

策
を
講
じ

年
度
に
指
定
解

除
を
受
け
た
件
数
は

件
。

土
対
法
施
行
か
ら

年
度
末

ま
で
の
指
定
解
除
の
累
計
は

２
３
３
件
で
、
指
定
区
域
の

ま
ま
２
０
２
件
が
改
正
法
に

移
行
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
都
道
府
県
・
政
令

市
は
土
対
法
に
限
ら
ず
条
例

や
要
綱
、
あ
る
い
は
自
主
的

な
取
り
組
み
で
土
壌
汚
染
の

調
査
対
策
を
進
め
て
お
り
、

法
に
基
づ
か
な
い
事
例
を
含

め
て
状
況
を
聞
い
て
い
る
。

都
道
府
県
・
政
令
市
が
把
握

し
た

年
度
に
お
け
る
土
壌

汚
染
調
査
事
例
は
１
２
５
３

件
で
、
前
年
度
よ
り
も
１
１

３
件
減
少
。
そ
の
う
ち
指
定

基
準
超
過
ま
た
は
土
壌
環
境

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ

と
が
判
明
し
た
の
は
５
７
５

件
で
、
前
年
度
よ
り
も
１
２

５
件
減
少
し
た
。
土
対
法
施

行
前
か
ら

年
度
末
ま
で
の

累
計
で
土
壌
汚
染
調
査
事
例

は
１
万
２
１
５
件
あ
り
、
そ

の
う
ち
指
定
基
準
超
過
ま
た

は
土
壌
環
境
基
準
に
未
適
合

は
５
２
８
１
件
だ
っ
た
。

３
物
質
が
突
出

　
土
対
法
に
基
づ
く

年
度

末
ま
で
の
累
計
指
定
区
域
４

３
５
件
に
つ
い
て
指
定
基
準

を
超
過
し
た
有
害
物
質
を
分

類
し
て
み
る
と
、
Ｖ
Ｏ
Ｃ

第
一
種
特
定
有
害
物
質

で
は
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

件
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン

件
、
シ
ス
―
１
、
２

―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

件

の
３
物
質
が
突
出
し
て
多

い
。
重
金
属
等

第
二
種
特

定
有
害
物
質

で
は
六
価
ク

ロ
ム
化
合
物
１
３
２
件
、
鉛

・
鉛
化
合
物
１
２
６
件
、
フ

ッ
素
・
フ
ッ
素
化
合
物
１
０

６
件
、
ホ
ウ
素
・
ホ
ウ
素
化

合
物

件
、
シ
ア
ン
化
合
物

件
、
ヒ
素
・
ヒ
素
化
合
物

件
、
水
銀
・
水
銀
化
合
物

件
な
ど
。
農
薬
等

第
３

種
特
定
有
害
物
質

は
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ー
ル

Ｐ
Ｃ

Ｂ

１
件
だ
け
だ
っ
た
。

　
改
正
法
施
行
後
の
動
向

は
、
環
境
省
が
来
春
公
表
す

る

年
度
「
土
壌
汚
染
対
策

法
の
施
行
状
況
及
び
土
壌
汚

染
調
査
・
対
策
事
例
等
に
関

す
る
調
査
結
果
」
を
待
つ
こ

と
に
な
る
が
、
対
象
拡
大
が

趣
旨
だ
っ
た
だ
け
に
増
加
は

必
至
。
法
改
正
に
よ
っ
て
土

壌
汚
染
調
査
は
有
害
物
質
を

使
用
し
て
い
た
事
業
所
の
廃

止
時
だ
け
で
な
く
、
３
０
０

０
平
方

以
上
の
土
地
に
つ

い
て
は
形
質
の
変
更

造

成

時
に
知
事
・
市
長
へ
の

届
け
出
義
務
を
課
し
、
地
歴

か
ら
汚
染
の
可
能
性
が
あ
れ

ば
調
査
が
命
令
さ
れ
る
。
ま

た
、
地
下
水
汚
染
な
ど
で
健

康
被
害
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ

る
場
合
も
、
都
道
府
県
・
政

令
市
は
汚
染
源
と
み
ら
れ
る

土
地
の
調
査
・
報
告
を
命
令

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

不
法
投
棄

　
改
正
法
の
も
う
ひ
と
つ
の

狙
い
が
汚
染
の
拡
散
防
止
。

こ
れ
ま
で
の
汚
染
土
壌
対
策

は
掘
削
除
去
が
中
心
で
、
不

法
投
棄
な
ど
も
散
見
さ
れ
た

た
め
だ
。
対
策
に
は
相
応
の

費
用
が
か
か
る
こ
と
も
あ

り
、
指
定
基
準
を
超
え
た
場

合
も
、
す
ぐ
に
対
策
を
講
じ

る
必
要
が
あ
る
「
要
措
置
区

域
」
と
、
現
状
で
の
管
理
を

求
め
て
造
成
な
ど
に
際
し
て

届
け
出
を
求
め
る
「
形
質
変

更
時
要
届
出
区
域
」
に
分
け

て
指
定
す
る
よ
う
に
改
め
ら

れ
た
。
改
正
法
は
都
道
府
県

・
政
令
市
の
権
限
を
強
め
る

一
方
で
、
汚
染
の
拡
散
を
防

ぎ
な
が
ら
着
実
に
土
壌
汚
染

対
策
を
進
め
る
メ
リ
ハ
リ
の

あ
る
体
系
と
な
っ
た
。
併
せ

て
、
改
正
前
は
対
象
外
だ
っ

た
自
然
由
来
の
土
壌
汚
染
も

拡
散
防
止
の
観
点
か
ら
規
制

対
象
と
さ
れ
た
。

　
汚
染
の
懸
念
か
ら
、
売
買

や
有
効
利
用
さ
れ
な
い
遊
休

地
ブ
ラ
ウ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド

を
解
消
し
て
い
く
た
め
の
情

報
基
盤
整
備
も
進
ん
で
い

る
。

　
国
土
交
通
省
は
改
正
土
対

法
施
行
に
先
立
っ
て

年

秋
、
土
壌
汚
染
に
関
す
る
情

報
の
増
大
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
か
ら
有
識
者
会
議
「
土
地

取
引
に
有
用
な
土
壌
汚
染
情

報
の
提
供
に
関
す
る
検
討

会
」
を
設
置
し
、
土
壌
汚
染

情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
体
系

づ
く
り
に
取
り
組
ん
だ
。
土

地
利
用
や
造
成
の
履
歴
、
土

対
法
に
基
づ
く
指
定
区
域
、

さ
ら
に
自
然
由
来
の
有
害
物

質
情
報
ま
で
網
羅
し
、
改
正

法
の
施
行
に
合
わ
せ
て
運
用

開
始
と
な
り
、
デ
ー
タ
も
充

実
さ
れ
つ
つ
あ
る
。


